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 第 11 回まつもと子ども未来委員会の報告 

平成 28 年１２月２７日 

 

第２期の第１１回目まつもと子ども未来委員会は、平成２８年１２月１１日（日）あがたの森文

化会館で行いました。この日は、３５人の委員のうち、小学校５年生から中学３年生までの、１１

人の委員が出席しました。進行は、副委員長にお願いしました。 

 

１ 「子どもの権利条例のあるまち松本」のポスター作り 

  松本市の議員さんの提案で、子どもの権利の看板を作ってみることになっていましたが、まず

は、看板よりもみんながイメージしやすいポスターを作ることにしました。 

  ポスターを作る前に、松本市の「子どもの権利」の条例の事、子どもの権利のことについて、

みんなで確認しました。 

 ■ 松本市の条例 … 松本市子どもの権利に関する条例 

   松本市は、子どもの健やかな成長を支えるために、松本市子どもの権利に関する条例を定め

て、子どもの権利を守っていくことを決めました。 

 ■ ４つの大事な権利 

  ・主体的に成長する権利 

   … 自分が大切だと感じながら、自分の力で成長する権利 

  ・安心して生きる権利 

   … 暴力などを受けずに安心して生きる権利 

  ・自分らしく生きる権利 

   … 自分の考えが受け止められ、自分らしく生きる権利 

  ・社会に参加する権利 

   … 遊びや学びをとおして仲間をつくり、必要な情報を得て、社会に参加する権利 

 ■ 権利が守られる（条例がある）と、どんな良いことがありそうかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

・安心して生きられる。安心して病院に行ける。治療
ちりょう

してもらえる。 

・社会に参加できる。８月の提言のとき、市長さんが話を聞いてくれた。 

・困ったとき相談しやすい。              ・いろんな人と関われる。 

・毎日が楽しい。    ・個性をしっかり出せる。   ・健康な子どもが増える。 

みんなからの意見（一部） 
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  みんなで学習したことや、意見を出したことをもとにして、ポスター作りを始めました。今回

では終わらなかったので、次回の未来委員会で続きをやります。 

 

２ まるはくガイドブックについて 

  松本市立博物館では、まるはくガイドブックといって、松本のことを知ってもらうために小学

生向けのガイドブックを作っています。これまでには松本の「水」「人物」などをテーマにした

ガイドブックを作っていて、今度は「自然」をテーマに作るそうです。そこで、博物館の人たち

が、みんなが「自然」のどんなことを知りたいか、未来委員会に意見を聞きにきてくれました。 

 

 

 

 

  色々な意見が出たので、全部をガイドブックにのせるのは難
むずか

しいけど、みんなからの意見を

参考にして、ガイドブックを作ってくれることになりました。 

 

 

 次回の委員会は、１月２２日（日）あがたの森文化会館で開催します。内容は、子どもの権利の

ポスター作りの続きなどです。 

・松本にある木の種類          ・自然をつかった昔の遊び（草笛など） 

・川にいる魚のこと           ・絶滅
ぜつめつ

危惧
き ぐ

種
しゅ

のこと 

・化石のこと              ・季節の花のこと 

みんなからの意見（一部） 


